
56 病院羅針盤　2018年５月１日号　No.124

１　労働時間性

⑴　労基法上の労働時間

 労基法が規制の対象としているのは、労

働者が「使用者の指揮命令下に置かれてい

る時間」（実労働時間）です。「使用者の指

揮命令下に置かれている時間」には、実際

に業務を行っている時間だけではなく、使

用者の（明示または黙示の）指示を受けて

業務のために待機している時間（手待時間）

も含まれます。

 また、業務を行っているとしても、使用

者の指示に反して労働者が勝手に行ってい

る場合は労働時間ではないと判断されます

ので、労働時間か否かの判断にあたっては、

業務性のほか、使用者の指示の有無、義務

づけの有無等も考慮要素となります。

⑵　労働時間に関する規制

 労基法は、原則として１日８時間、１週

40時間を労働時間の限度（法定労働時間）

としています。法定労働時間を超えて労働

させる場合、36協定の締結・届出や割増賃

金の支払いが必要となります。

⑶　労働時間の管理方法

 使用者には労働時間を適正に把握する義

務があります。原則的な方法等は「労働時

間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置に関するガイドライン」に定められて

います。

⑷　医師の労働時間の特殊性

（ア）オンコールの待機時間

 医師のオンコールの待機時間について、

医師の自主的な取り組みである等として労

働時間性を否定した裁判例（大阪高判平成

22年11月16日）があります。

　近時、働き方改革の流れを受けて、医師の働き方にも注目が集まっています。厚生
労働省の「医師の働き方に関する検討会」では医師の長時間労働の問題が取り上げら
れており、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」等も公表されています。
　同検討会において、医師の長時間労働の要因として、急変した患者等への緊急対応、
手術や外来対応等の延長、勉強会等への参加などの自己研鑽等が挙げられています。
特に、急変した患者等に対応するための待機時間（オンコールも含む）や自己研鑽の
時間については、労働時間に該当するか否かの判断が難しいという特殊性があります。
　今回は、医師の労働時間に関するルールの一例を取り上げます。
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 ただし、オンコールの実態が、例えば病

院の指示に基づいて担当が定められている

場合や呼び出し頻度が多いなどオンコール

体制が不可欠な場合には、オンコールの待

機時間が労働時間であると認められる可能

性も十分あるため、注意が必要です。

（イ）自己研鑽の時間１）

 自己研鑽の労働時間性が争点となった裁

判例（東京地判平成26年３月26日）２）では、

病院の勉強会（その日出勤している理学療

法士はおおむね出席）や学術大会の症例発

表のための準備の時間（新人全員参加、所

定労働時間内での作業が認められていた）

について、自己研鑽としての側面があると

しても使用者の指揮命令下に置かれていた

として、労働時間性が肯定されています３）。

 なお、この裁判例では自宅での持ち帰り

残業の労働時間性は否定されましたが、自

宅での持ち帰り残業についても、指示や作

業量等によっては労働時間性が肯定される

場合もあるため注意が必要です。

２　�医師の労働時間に関する
ルール（一例）

 本書式（59ページ）は、医師の労働時間

のルールに関する周知文の一例です４）。労

働時間か否かは前述のとおり、業務性、使

用者の指示、義務づけの程度等によって客

観的に判断されるため、実態に合わせて内

容を定めなければならない点に注意が必要

です。

⑴　労働時間に該当する業務の明示

 本書式では、労働時間に該当する業務を

具体的に列挙しています。

 特に問題となりやすい自己研鑽について

は、指示を受けたものか・自主的なものか

によって区別しています。例えば、学会へ

の参加や専門医認定等のための準備につい

ては、病院によって当然行うべきとされて

いる場合や個人の判断に委ねられている場

合など方針はそれぞれであり、労働時間に

該当するかについては、義務づけの程度等

に合わせた制度設計が必要です。

 また、手待時間で問題になりやすい待機

については、具体的指示に基づく待機、お

よび宿日直としての待機を労働時間として

扱っています。オンコールの待機は頻度が

少ないこと等を前提に、労働時間に入れて

いません（宿日直については労働時間であ

ることを前提に、断続的労働５）に該当する

１） 自己研鑽の時間が問題となった裁判例として、医療法人康心会事件（東京高判平成27年10月７日）等
があります。

２）（医師ではなく）理学療法士の過労死の事案です。
３） 労基法上の労働時間性自体が争われた事案ではないため、例えば残業代請求訴訟等において同様の判

断がなされるかは不明です。同様の判例として、医療法人雄心会事件（札幌高判平成25年11月21日）、
大阪府立病院事件（大阪高判平成20年３月27日）があります。

４） 本書式は、⒜通常の労働時間制を前提としていますが、⒝変形労働時間制を採用することも考えられ
ます。例えば、ある大学病院では、働き方改革として変形労働時間制を導入し、労働時間の削減に取
り組んでいます。

５） 手待時間が多い労働であり、労働密度が薄く、精神的・肉体的負担も小さいことから、行政庁の許可
を受けた場合、労働時間規制の適用が除外されます（詳細は次回）。
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か否かを次回、詳しく取り上げる予定です）。

 ただし、運用によっては（例えば、具体

的指示がないとしても通常所定勤務時間６）

外に、術後患者の容体急変に備えて主治医

が残ることを通常としている場合や、呼び

出し頻度の多いオンコールの場合）、労働時

間に該当すると判断されることもあるため、

やはり実態に合わせた制度設計が重要です。

⑵　�院内に滞在する時間について

 労務管理や施設管理の観点からは、職場

では業務のみを行わせ、業務終了後は労働

者を退室させることが望ましいとも考えら

れます。しかし、医師の場合、自主的な自

己研鑽活動（労働時間には該当しないもの）

であっても、症例報告や論文等を作成する

ために、文献やカルテのデータ等の院内設

備等を必要とすることも多いという特殊性

があります。

 したがって、本書式では、原則として通

常所定勤務時間中は通常業務を行うとした

うえで、通常所定勤務時間外に、自主的自

己研鑽のために院内設備等を利用すること

を認めています。

⑶　自宅等での通常業務について

 本書式では、自宅等での通常業務につい

ては事前の承認制としています。ただし、

ルールが形骸化していたり、作業量等から

自宅等で作業をしなければ間に合わないと

いう場合には、本書式のようなルールがあっ

たとしても、労働時間性が肯定される可能

性があるため、運用の徹底等が重要です。

⑷　労働時間の管理方法

 労働時間の管理方法は各病院の運用に

よってさまざまであり、実際に厳密に管理

していない例も見受けられますが、前述の

とおり、労働時間を適正に把握する義務が

あることに留意すべきです。

 例えば、法定時間外労働等については、

業務内容および時間等を日報などの形で逐

一報告させる方式もあり得ます。ただし、

病院や診療科によっては、医師が緊急対応

等に追われて過ごす場合も少なくないため、

業務内容を都度記録して報告させることが

なじまない場合も想定されます。反対に、

ICカード等で入退室時刻のみを管理した場

合、自主的自己研鑽等を含めた時間をすべ

て労働時間として扱わざるを得なくなり、

院内滞在時間＝労働時間が長時間になると

いう問題もあり得ます。

 具体的な対応としては、入退室時刻をIC

カード等で管理しつつ、入退室時刻の間で

自主的自己研鑽等の労働時間に当たらない

活動を行った時間のみを申告させる（自主

的自己研鑽等を行う場合、時間的余裕があ

り、都度の報告が不可能ではないと考えら

れる）という方式などが考えられます。

次回以降の予定

６月１日号 当直・宿直の労働時間性
７月１日号 看護師の労働時間性
８月合併号 副業

６）通常所定勤務時間は、日中の所定勤務時間を想定しています（宿日直は含まない）。
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７） 本書式では、待機の時間は労働時間として扱うため、その時間を利用して自主的自己研鑽を行ってい
たとしても労働時間となります。

８）宿日直に関しては、次回詳しく取り上げる予定です。
9） 本書式では、通常所定勤務時間外に自主的自己研鑽を行っている時間（待機の時間でない場合）は労

働時間ではないと扱います。
10） 事前の承認制とし、承認を得た自宅等での通常業務の時間について申告させることにより、後から持

ち帰り残業の主張をされるリスクを小さくすることを想定しています。
11） 例えば、自主的自己研鑽等を待機時間中に行っている場合も労働時間として扱い、法定時間外割増賃

金等の支給対象とします。
12）本書式では、一定の法定時間外割増賃金等を定額残業代によって支給することを想定しています。

医師の労働時間に関するルール
Ⅰ 労働時間に該当する業務
⑴【通常業務】
・診療（外来診療、入院診療、在宅診療）、手術等を含む医療業務
・患者及び患者の家族等に対する説明
・カルテの整理、診断書、紹介状、報告書等の作成
・連絡、連携、申し送り等（看護師等への指示、他の医師等への引き継ぎを含む）
・部長の指示による手術、診療等の見学
・部長の指示による学会、勉強会等への出席、そのための症例報告、論文作成等の準備
・部長の承認を受けて行う専門医認定のための症例報告、論文作成等   ─以下略─
⑵【待機】
・宿日直の時間帯において診療等の通常業務を行っていない場合
・患者の急変等に備えて部長の具体的指示の下、院内に待機している場合

（参考）労働時間に当たらない活動の例
⑴ 自主的な自己研鑽活動（「自主的自己研鑽」という）の例
・自主的な勉強
・手術、診療等の自主的な見学
・任意参加の勉強会等への出席及びこれらの準備   ─以下略─
⑵ 業務以外の活動の例
・部長の承認を得て私用で外出する場合
・院内において食事、睡眠等を取る場合（上記Ⅰ⑵の待機に該当する場合を除く）   ─以下略─

Ⅱ 労働時間に関するルール
⑴ 通常所定勤務時間
・ 原則として、通常所定勤務時間中（休憩時間は含まない）は、上記Ⅰ⑴の通常業務に従事する。ただし、

通常所定勤務時間中の待機の時間に、他の通常業務を行う必要性がない場合、自主的自己研鑽等の活動を
行うことを認める７）。

・宿日直については、別途、宿日直に関するルール参照８）。
・業務終了後は原則として速やかに退室する。
⑵ 通常所定勤務時間外（院内）
・通常所定勤務時間外に、院内の設備等を利用して自主的自己研鑽を行うことを認める9）。
・宿日直については、別途、宿日直に関するルール参照。   ─以下略─
⑶ 自宅等における通常業務
・例外的に自宅等において上記Ⅰ⑴の通常業務を行う場合、事前に部長の承認を得る10）。

Ⅲ 法定時間外割増賃金等に関する基準
⑴支給対象
・ 法定時間外割増賃金等の支給対象は、法定労働時間を超えて上記Ⅰ⑴の通常業務又は⑵の待機11）（宿日直

は除く）に従事した時間とする。
・ 宿日直については、別途、宿日直手当を支給するため、法定時間外割増賃金等の支給対象とはならない。

ただし、宿日直中に上記Ⅰ⑴の通常業務を行った時間は法定時間外割増賃金等の支給対象とする。
・ 法定時間外割増賃金等の支給方法等の詳細については、給与規程、年俸及び定額残業代に関する確認合意

書12）を参照。

Ⅳ 労働時間の報告（略）




